
廃第１０３５号－３  

令和３年１０月７日  

 

 一般社団法人千葉県環境保全協議会会長 様 

 

千葉県環境生活部長  

（公印省略） 

 

 

産業廃棄物処理業の許可の取消しについて 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の２により、産

業廃棄物処理業の許可を取り消しましたので、下記のとおり連絡いたします。 

記 

事業者の氏名又は名称 

東京都八王子市長房町２８４番地 

株式会社Ｅ－ｌｉｎｅ（代表取締役 西村 勇士） 

（法人番号 6010101007020） 

許 可 の 番 号 第０１２００１４５９２３号 

処 分 の 年 月 日 令和３年１０月７日 

処 分 の 内 容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 

処 分 理 由 

〔該当条項を含む〕 

 株式会社Ｅ－ｌｉｎｅ（以下「Ｅ－ｌｉｎｅ」という。）

は、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める産業廃棄物

の処分を委託できる者に当たらない者に対して、Ｅ－ｌｉｎ

ｅの中間処理場で処理した後の産業廃棄物を引き渡し、もっ

て、当該産業廃棄物の処分を委託していた（以下「本件処分

委託」という。）。 

 本件処分委託は法第１２条第５項の規定に違反するもの

であって（委託基準違反）、法第１４条の３第１号（違反行

為をしたとき）に該当するとともに、法第１４条の３の２第

１項第５号による許可取消しの要件である「情状が特に重い

とき」に該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

廃棄物指導課監視指導室 

TEL 043-223-2684 



廃第１０３６号－３  

令和３年１０月７日  

 

 一般社団法人千葉県環境保全協議会会長 様 

 

千葉県環境生活部長  

（公印省略） 

 

 

産業廃棄物処理業の許可の取消しについて 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の２により、産

業廃棄物処理業の許可を取り消しましたので、下記のとおり連絡いたします。 

記 

事業者の氏名又は名称 

神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町一丁目３０番１７号 

株式会社グローバルクリエイション 

（代表取締役 小林 辰一） 

（法人番号 8021001028987） 

許 可 の 番 号 第０１２００１７５３３１号 

処 分 の 年 月 日 令和３年１０月７日 

処 分 の 内 容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 

処 分 理 由 

〔該当条項を含む〕 

 株式会社Ｅ－ｌｉｎｅ（法人番号 6010101007020。以下「Ｅ

－ｌｉｎｅ」という。）は、産業廃棄物処分業者その他環境

省令で定める産業廃棄物の処分を委託できる者に当たらな

い者（以下「委託先」という。）に対して、Ｅ－ｌｉｎｅの

中間処理場で処理した後の産業廃棄物を引き渡し、もって、

当該産業廃棄物について、Ｅ－ｌｉｎｅは委託先にその処分

を委託していたもの（法第１２条第５項違反。以下「本件委

託基準違反」という。）、委託先は、これを受託するとともに

（法第１４条第１５項違反。以下「本件受託禁止違反」とい

う。）、業として当該産業廃棄物の一部の埋立処分を行ってい

たものであるが（同条第６項違反。以下「本件無許可処分業」

という。）、株式会社グローバルクリエイション（以下「グロ

ーバルクリエイション」という。）は、上記委託に係る処分

費の支払いを仲介するほか、当該産業廃棄物の一部を自ら運

搬するなどして、もって、本件委託基準違反、本件受託禁止

違反及び本件無許可処分業を助けたものである。 

 このことによって、グローバルクリエイションは、法第 

１４条の３第１号の「他人が違反行為をすることを助けたと

き」に該当するとともに、法第１４条の３の２第１項第５号

の「前条第１号に該当し情状が特に重いとき」に該当する。 

廃棄物指導課監視指導室 

TEL 043-223-2684 



廃第１０３９号－３  

令和３年１０月７日  

 

 一般社団法人千葉県環境保全協議会会長 様 

 

千葉県環境生活部長  

（公印省略） 

 

産業廃棄物処理業の許可の取消しについて 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の２により、産

業廃棄物処理業の許可を取り消しましたので、下記のとおり連絡いたします。 

記 

事業者の氏名又は名称 

千葉県市川市若宮一丁目１７番５号 

株式会社三邦工務店 

（代表取締役 三橋 邦茂）（法人番号 9040001027658 ） 

許 可 の 番 号 第０１２０００３８８０２号 

処 分 の 年 月 日 令和３年１０月７日 

処 分 の 内 容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 

処 分 理 由 

〔該当条項を含む〕 

株式会社三邦工務店及び同社の役員は、法第２５条第１項

第１５号及び第３２条第１項第１号の規定により、それぞれ

罰金刑に処せられた。 

 このことにより、同社は、法第１４条第５項第２号イ（法

第７条第５項第４号ニ（法第２５条から第２７条まで又は法

第３２条第１項（法第２５条から第２７条までの規定に係る

部分に限る。）の規定により刑に処せられたことによる場合

に限る。）に係るものに限る。）及び法第１４条第５項第２

号ニ（同号イ（法第７条第５項第４号ニ（法第２５条から第

２７条までの規定により刑に処せられたことによる場合に

限る。）に係るものに限る。）に係るものに限る。）に該当

するに至ったことから、法第１４条の３の２第１項第１号及

び第２号に該当する。 

 

廃棄物指導課監視指導室 

TEL 043-223-2684 

 

 

 


